
超
勝
寺
・
本
覚
寺
の
両
寺
末
寺
帳
か
ら
見
た

越
前
諸
寺
院
の
近
世
に
お
け
る
動
向
に
つ
い
て

附
寺
号
改
号
に
つ
い
て

松

原

之

一
、
超
勝
寺
・
本
覚
寺
末
寺
帳
の
成
立
と
そ
の
背

.!a 
5ミ

近
世
以
降
に
作
成
さ
れ
た
縁
起
や
由
緒
書
類
は
特

定
の
も
の
を
除
い
て
は
殆
ど
史
料
と
し
て
は
使
用
で

き
な
い
。
縁
起
の
義
は
元
来
、
仏
語
に
起
因
し
、
霊

験
な
ど
の
伝
説
を
含
め
て
社
寺
・
仏
像
・
宝
物
な
ど

の
由
来
を
記
し
た
も
の
で
、
史
料
と
し
て
の
価
値
は

ほ
ど
遠
い
か
ら
で
あ
る
。
由
来
記
類
は
、
一
般
に
は

縁
起
と
由
緒
を
併
せ
た
よ
う
な
も
の
で
、
寺
杜
の
住

持
が
後
代
の
た
め
に
伝
承
記
録
な
ど
を
集
め
て
寺
歴

と
し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
寺
杜
奉
行
所
等

へ
提
出
さ
れ
た
文
政
十
三
年
(
一
八
三
一
O
)

の
寺
院

改
め
の
際
の
由
緒
書
は
越
前
各
地
の
寺
社
に
も
か
な

り
残
存
す
る
。
江
戸
幕
府
に
よ
る
寺
院
統
制
が
次
第
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に
浸
透
し
完
備
す
る
と
、
各
宗
各
派
の
宗
教
活
動
も

形
式
化
し
て
き
て
、
各
寺
は
こ
ぞ
っ
て
寺
格
や
寺
僧

官
職
の
昇
進
に
意
を
尽
く
す
よ
う
に
な
り
、
特
に
異

松
原

宗
諸
寺
院
で
は
寺
格
や
官
職
昇
進
の
た
め
、
で
き
る

だ
け
古
い
歴
史
を
有
す
る
由
緒
の
あ
る
寺
院
で
あ
る

こ
と
を
故
意
に
強
調
し
て
、
宗
祖
親
鷲
や
中
興
の
祖

蓮
知
へ
の
帰
依
に
よ
り
転
派
し
た
よ
う
に
作
為
し
て

作
成
さ
れ
た
も
の
が
多
い
。
ま
た
、
明
治
維
新
後
は
、

江
戸
期
に
お
け
る
中
山
か
ら
の
本
末
を
解
除
し
て
本

願
寺
直
末
と
な
っ
た
が
、
現
代
は
こ
れ
を
忌
秘
す
る

傾
向
も
強
い
。
真
宗
東
派
寺
院
の
多
く
は
近
世
以
降

に
寺
号
が
免
許
さ
れ
た
寺
院
や
他
派
か
ら
の
転
派
寺

院
で
占
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
西
派
寺
院
で
は

院
家
や
一
家
衆
寺
院
の
本
末
関
係
か
ら
成
立
し
た
由

緒
深
い
寺
院
が
多
く
、
江
戸
期
の
本
末
関
係
は
寺
院

の
成
立
を
理
解
す
る
の
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い

歴
史
事
象
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
先
立
つ
中
世

末
期
の
本
末
関
係
を
一
示
す
貴
重
な
史
料
が
西
本
願
寺

文
書
の
中
に
中
世
末
期
の
超
勝
寺
・
本
覚
寺
末
寺
帳

と
し
て
二
点
伝
来
す
る
。
こ
れ
は
「
中
世
末
北
陸
に

お
け
る
真
宗
寺
院
の
本
末
関
係
に
つ
い
て
」
(
大
桑
斉

「
近
世
仏
教
』
近
世
仏
教
会
刊

号
)
に
お
い
て
全
文
が
紹
介
さ
れ
、
大
桑
氏
は
こ
れ

に
よ
っ
て
近
世
幕
藩
体
制
の
中
で
の
本
末
関
係
を
究

明
し
よ
う
と
さ
れ
た
。
こ
の
二
点
の
末
寺
帳
の
前
者

一
九
六
一
年
六
月
第
4

超
勝
寺
・
本
能
寺
の
両
寺
末
寺
帳
か
ら
見
た
越
前
諸
寺
院
の
近
世
に
お
け
る
動
向
に
つ
い
て

を
A
、
後
者
を

B
と
す
る
と
、

B
は
天
正
十
九
年
(
一

五
九
一
)
成
立
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
っ

て
も
、

A
は
成
立
時
期
が
不
明
な
の
で
、
こ
の
成
立

時
期
の
推
定
を
中
心
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
結
論
か

ら
い
え
ば
大
桑
氏
は

A
末
寺
帳
を
享
禄
の
錯
乱
直
前

の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

永
正
三
年
(
一
五

O
六
)
七
月
、
総
数
=
一

O
万
と

い
わ
れ
た
(
『
賀
越
闘
誇
記
』
)
加
賀
・
越
中
・
能
登
の

一
挟
勢
が
越
前
の
川
北
一
帯
に
侵
入
す
る
が
、
こ
れ

ら
を
敗
退
さ
せ
た
後
、
朝
倉
方
は
本
願
寺
派
寺
院
門

徒
を
一
掃
し
て
加
賀
へ
放
逐
し
た
。
越
前
を
追
わ
れ

て
加
賀
へ
逃
亡
し
た
越
前
の
大
坊
超
勝
寺
・
本
覚
寺

の
両
寺
勢
力
は
、
領
国
拡
大
を
望
ま
な
い
現
状
維
持

派
の
加
賀
三
山
の
大
坊
主
(
二
ゑ
衆
の
若
松
本
泉
寺

波
佐
谷
松
岡
寺
・
山
田
光
教
寺
)
と
激
し
く
対
立
し

た
。
前
者
を
大
一
撲
、
後
者
を
小
一
撲
と
呼
ぴ
、
育
子

禄
四
年
(
一
五
三
一
)
閏
五
月
に
両
者
は
衝
突
し
て

大
一
挟
側
の
完
勝
に
終
わ
っ
た
(
享
禄
の
錯
乱
)
。
こ

の
結
果
北
陸
の
本
願
寺
諸
寺
は
、
加
賀
三
山
の
大
坊

主
に
従
う
寺
院
と
、
越
前
を
浪
人
し
て
加
賀
国
へ
退

転
し
た
超
勝
寺
・
本
覚
寺
の
両
寺
に
組
み
込
ま
れ
た

諸
寺
、
こ
の
両
派
に
所
属
し
、
な
い
中
間
層
の
諸
寺
の

三
勢
力
に
分
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
超
・
本
両
寺

に
従
っ
た
末
寺
は
両
寺
と
と
も
に
越
前
を
追
わ
れ
た
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越
前
系
諸
寺
院
は
も
ち
ろ
ん
、
加
賀
・
能
登
・
越
中

の
諸
寺
院
で
加
賀
教
団
に
対
し
て
独
立
し
た
教
団
た

る
こ
と
を
明
示
す
る
必
要
上
編
成
さ
れ
た
の
が
「
A

末
寺
帳
」
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
超
勝
寺
方
は
加
州

分
二
一
か
寺
・
越
中
分
三
か
寺
、
本
覚
寺
方
は
加
州

分
一
五
か
寺
・
越
中
分
一
二
か
寺
を
擁
す
る
大
坊
に

成
長
し
て
い
た
。

『
石
山
本
願
寺
日
記
(
天
文
日
記
)
』

天
文
五
年
(
一
五
三
六
)
十
月
二
日
条
に
「
従
超
勝

寺
井
加
賀
越
前
両
因
坊
主
衆
惣
門
徒
中
、
本
覚
寺
ハ

超
勝
寺
末
寺
と
い
わ
れ
共
申
上
、
本
末
儀
申
付
候
へ

と
申
上
候
」
と
あ
り
、
一
心
同
体
と
し
て
活
動
し
て

い
た
超
・
本
両
寺
さ
え
、
未
だ
に
本
末
を
問
題
と
し

て
相
論
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

永
禄
十
年
(
一
五
六
七
)
に
足
利
義
秋
(
義
昭
)
の

仲
介
に
よ
り
加
越
の
和
議
が
成
り
、
加
賀
に
追
放
さ

れ
て
い
た
本
願
寺
派
寺
院
門
徒
は
続
々
と
越
前
に
還

住
し
、
超
・
本
両
寺
も
越
前
の
旧
跡
に
帰
住
す
る

と
、
従
来
の
加
越
の
末
寺
の
多
く
は
超
・
本
両
寺
か

ら
離
れ
て
独
立
し
た
。
天
正
元
年
、
朝
倉
氏
が
滅
亡

し
て
織
田
信
長
の
武
将
、
柴
田
勝
家
が
北
庄
城
主
に

な
る
と
再
び
一
向
宗
徒
の
弾
圧
に
乗
り
出
し
た
が
、

勝
家
が
滅
亡
し
て
丹
羽
氏
を
経
て
天
正
十
三
年
に
一

向
宗
徒
の
堀
秀
政
が
北
庄
城
主
に
変
わ
る
と
一
向
宗

の
保
護
に
乗
り
出
し
、
多
く
の
一
向
宗
道
場
や
門
徒

が
増
加
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
朝
倉
氏
や
柴
田
氏
の
一

向
宗
の
弾
圧
に
よ
っ
て
真
宗
の
空
白
地
帯
と
な
っ
て

い
た
越
前
に
お
け
る
道
場
の
育
成
や
把
握
に
努
め
た

超
勝
寺
・
本
覚
寺
両
寺
が
越
前
を
中
心
と
す
る
新
た

な
超
・
本
両
寺
の
末
寺
帳
が
必
要
と
な
り
、
そ
の
結

果
が
、
天
正
十
九
年
(
一
五
九
ご
に
編
成
さ
れ
た

超
勝
寺
・
本
覚
寺
の
末
寺
帳

(
B
末
寺
帳
)
の
成
立

を
み
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
末
寺
帳
は
、
加
賀
に
在

住
し
て
い
た
当
時
の
「
A
末
寺
帳
」
と
は
異
な
り
加

賀
・
越
中
の
末
寺
の
多
く
が
超
本
両
寺
か
ら
離
れ
た

と
は
い
え
、
そ
れ
で
も
新
し
く
加
越
の
末
寺
が
加
わ

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
先
の
享
禄
・
天
文
の
錯
乱
に

よ
っ
て
退
転
し
た
諸
寺
が
両
寺
の
末
寺
化
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
加
越
の
末
寺
の
他
、
近
江
国
の
与

力
末
寺
ま
で
を
傘
下
に
収
め
て
い
る
が
、
越
前
を
中

心
と
す
る
多
く
の
末
寺
・
道
場
・
門
徒
の
み
な
ら
ず

在
所
を
も
擁
す
る
大
坊
に
成
長
し
て
い
た

(
A
表
参

昭
…
)
。慶

長
七
年
(
一
六
O
二
)
に
本
願
寺
が
東
西
に
分

派
す
る
と
、
越
前
以
外
の
諸
寺
は
両
寺
の
末
寺
か
ら

離
脱
し
、
越
前
に
お
け
る
末
寺
道
場
も
一
部
が
両
寺

の
末
寺
に
残
っ
た
も
の
の
、
多
く
は
本
願
寺
直
参
化

天正19年の超勝寺と本覚寺の末寺数(B末寺帳)

国名 越前 加賀 ム自E己2又主又乙 越中 美濃
近江

言十
与力分

超 寺院 2 12 4 1 19 
一』ー---ーー-

勝 道場門徒 8 6 4 18 

寺 言十 10 18 8 1 37 

本 寺院 9 11 2 12 24 58 
A見三4 道場門徒 48 1 7 56 

寺 言十 57 12 2 12 31 L114 

A表

寺院は寺名のあるもの、道場は法名のみのもの、他に
在家・在所名も含む。

し
た
り
、
東

派
へ
転
派
し

て
両
寺
か
ら

離
末
し
て
い

っ
た
。
超
勝

寺
自
体
は
越

前
に
残
っ
て

東
西
両
派
に

分
か
れ
、
本

覚
寺
は
加
賀

小
松
の
通
寺

(
掛
所
)
が

、伍

独
立
し
て
東

派
本
覚
寺
に
な
っ
た
が
、
越
前
の
大
坊
の
多
く
は
西

派
に
属
し
、
本
覚
寺
・
真
宗
寺
・
照
護
寺
の
三
か
寺

は
士
口
崎
御
坊
の
例
に
従
っ
て
西
御
坊
(
浄
土
真
宗
本

派
福
井
別
院
・
西
別
院
)
の
後
見
に
な
っ
た
。
大
桑

氏
の
論
稿
は
、
主
に
加
賀
の
諸
寺
院
の
変
容
に
重
点

を
置
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
越
前

に
お
け
る
末
寺
道
場
門
徒
が
東
西
本
願
寺
の
分
派
以

降
ど
の
よ
う
に
変
容
し
た
か
を
詳
述
し
て
み
た
い
。

概
し
て
中
世
末
期
の
越
前
に
お
け
る
寺
院
は
少
数

で、

一
家
衆
な
ど
一
部
の
限
ら
れ
た
寺
院
に
過
ぎ
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ず
、
大
部
分
が
道
場
で
占
め
ら
れ
た
。
東
西
本
願
寺

の
分
派
後
、
岡
本
願
寺
は
競
っ
て
末
寺
の
獲
得
に
奔

走
し
、
道
場
に
寺
号
を
下
付
し
て
末
寺
化
を
図
っ
た

か
ら
道
場
の
寺
号
化
は
急
激
に
増
加
し
た
。
た
だ
法

名
に
在
所
名
が
肩
書
さ
れ
て
い
な
い
道
場
に
つ
い
て

は
、
ど
の
寺
院
に
な
っ
た
の
か
を
知
る
こ
と
は
極
め

て
困
難
で
あ
る
。
こ
れ
を
知
る
手
掛
か
り
と
し
て
は

各
寺
に
伝
え
ら
れ
る
「
由
緒
書
」
が
あ
る
が
、
こ
れ

ら
の
殆
ど
は
近
世
中
期
以
降
に
寺
格
を
昇
進
さ
せ
る

た
め
に
故
意
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
史

料
と
し
て
は
信
用
し
難
い
。
従
っ
て
、
天
正
十
九
年

か
ら
ほ
ど
遠
く
な
い
慶
長
期
・
元
和
期
の
坊
主
名
が

知
ら
れ
る
西
派
の
「
絹
袈
裟
衆
次
第
帳
」
・
「
飛
櫓

坊
主
衆
次
第
帳
」
・
「
西
本
願
寺
末
寺
帳
」
(
大
谷
大

学
図
書
館
蔵
)
や
「
院
家
衆
次
第
」
・
「
内
陳
衆
次

第
帳
」

「
二
永
衆
覚
」
(
西
本
願
寺
蔵
)
、
「
木
仏
之

留
・
御
影
之
留
」
(
『
本
願
寺
史
料
集
成
』

1
、
千
葉
乗
隆

編
一
九
人
O
同
朋
舎
刊
)
、
東
派
方
寺
院
で
は
「
申
物

帳
」
(
大
谷
大
学
図
書
館
蔵
)
や
、
そ
の
他
、
両
派
と
も

各
諸
寺
に
残
る
木
仏
寺
号
裏
書
や
五
尊
(
親
驚
真
影

顕
如
真
影
・
聖
徳
太
子
尊
形
真
影
な
ど
)
の
裏
書
(
記
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録
)
な
ど
の
願
主
名
に
よ
っ
て
推
定
し
判
断
せ
ざ
る

を
え
な
い
。
な
お
、
「
超
勝
寺
・
本
覚
寺
末
寺
帳
」

松
原

を
詳
細
に
検
討
す
る
と
、
二
代
(
親
子
か
師
弟
か
は
不

明
)
に
わ
た
る
法
名
の
記
載
さ
れ
た
場
合
も
数
例
確

認
さ
れ
た
。

二
、
超
勝
寺
末
寺
帳

(
イ
)
超
勝
寺
末
寺
か
ら
西
本
願
寺
直
末
と
な

っ
た
寺
院

【
長
勝
寺
】
北
袋
山
(
大
野
市
錦
町
)
浄
土
真
宗

本
願
寺
派

開
基
は
西
順
。
文
明
年
中
(
一
四
六
九
1
八
七
)
本

願
寺
蓮
如
に
帰
依
し
て
大
野
郡
野
津
俣
(
勝
山
市
)

に
一
寺
を
建
立
、
蓮
如
か
ら
寺
号
を
下
付
さ
れ
た
と

い
う
。
永
正
三
年
(
一
五
O
六
)
一
向
一
挨
が
蜂
起

し
た
際
、
朝
倉
氏
に
よ
っ
て
越
前
を
追
わ
れ
加
賀
に

逃
れ
た
が
、

「
享
禄
頃
末
寺
帳
A
」
に
は
「
2

前

「
天
正
問

ノ
ツ
マ
タ
ノ

長
勝
寺
」
と
見
え
、

年
末
寺
帳
B
」
に
も
越
前
で
「
ノ
ツ
マ
タ
ノ

長
勝

寺
」
と
あ
っ
て
野
津
俣
へ
帰
住
、
元
和
元
年
(
一
六

一
五
)
大
野
城
下
の
寺
町
、
現
在
地
に
移
っ
た
。
中

世
に
は
超
勝
寺
末
寺
と
し
て
活
躍
し
た
当
寺
も
、
天

正
八
年
(
一
五
八
O
)
、
石
山
合
戦
で
本
願
寺
顕
如
を

支
援
し
た
功
に
よ
っ
て
後
に
西
本
願
寺
直
末
と
な
っ

た
が
、
当
寺
の
中
世
末
近
世
初
期
の
貴
重
な
真
宗
史

関
係
丈
書
は
、
大
正
十
二
年
(
一
九
二
二
)
勝
山
市

超
勝
寺
・
本
能
寺
の
両
寺
末
寺
帳
か
ら
見
た
越
前
諸
寺
院
の
近
世
に
お
け
る
動
向
に
つ
い
て

に
分
立
し
た
法
勝
寺
に
伝
来
す
る
。
こ
れ
ら
の
文
書

に
よ
る
と
、
天
正
八
年
の
石
山
合
戦
に
は
長
勝
寺
門

徒
の
一
部
の
「
穴
馬
八
ケ
衆
中
」
の
村
々
ら
は
主
戦

派
の
教
如
方
に
属
し
た
た
め
本
願
寺
の
東
西
分
派
の

際
に
は
し
ば
し
ば
顕
如
・
准
如
方
へ
の
不
参
態
度
を

示
し
た
が
、
結
局
は
長
勝
寺
に
従
っ
て
西
派
に
属
し

て
い
る
。

越

(
ロ
)
超
勝
寺
末
寺
か
ら
東
本
願
寺
直
末
と
な

っ
た
寺
院

【
照
厳
寺
】
聯
珠
山
(
坂
井
市
金
津
町
清
王
)

当
寺
由
緒
書
に
よ
れ
ば
、
文
保
二
年
(
一
三
一
人
)

行
覚
が
本
願
寺
コ
一
世
覚
如
に
帰
依
し
て
越
中
国
氷
見

に
創
建
し
、
応
安
七
年
(
一
三
七
回
)
覚
順
の
時
、

越
前
国
吉
田
郡
久
末
村
(
福
井
市
幾
久
町
)
に
移
っ

た
と
伝
え
る
が
、
年
代
的
に
疑
わ
し
く
、
藤
島
超
勝

寺
の
末
寺
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
早
く
と
も
十
四
世

紀
以
降
の
建
立
で
あ
ろ
う
。
永
正
コ
一
年
(
一
五
O

六
)
朝
倉
氏
の
一
向
宗
寺
院
追
放
に
よ
り
加
賀
へ
逃

れ
、
「
享
禄
頃
末
寺
帳
A
」
に
「
1

加

州

久

末

勝
厳
寺
」
と
見
え
る
が
、
超
本
両
寺
と
と
も
に
越
前

「
天
正
四
年
末
寺
帳
B
」
に

は
越
前
で
「
ヒ
サ
ス
エ
ノ
勝
厳
寺
」
と
あ
る
。
本

願
寺
の
東
西
分
派
の
時
は
超
勝
寺
を
離
れ
て
東
本
願

に
還
住
し
た
ら
し
く
、
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NO 字禄頃末寺帳A 天正19年末寺帳B 近世の変化 本末

8 キダノ 定賢 (福井市橘屋) 在家

37 源内 (福井市二上町加藤源内家) 在家

30 キタノショウノ 木下 在家

16 回尻 (福井市美山地区田尻) 在所

28 主IJ;ィ/壬クfr (福井市麻生津地区杉谷) 在所

42 藤瀬 (福井市大安寺地区藤瀬か) 在所

33 二郎兵衛 在家か?

34 兵衛兵衛 在家か?

53 かや野 在所?

54 国包 在所?

21 キタノショウノ 法西 不明

26 ヨシウノ 片西 不明

27 イシバノ 乙ほ 不明

29 キタノショウノ 了賢 不明

38 道順 不明

39 慶心 不明

41 了誓 不明

47 浄信房 不明

49 願誓 不明

51 明乗 不明

52 了弥 不明

55 興乗 不明

寺
直
末
と
な
り
、
元
和
三

年
(
一
六
一
七
)
坂
北
郡

柿
原
に
、
宝
暦
十
年
(
一

七
六
O
)

さ
ら
に
現
地
に

寺
基
を
移
し
た
。

【
燈
明
寺
}
(
福
井
市
灯

明
寺
町
)

「
天
正
四
年
末
寺
帳

B
」
に
見
え
る
「
山
東

明
寺
善
宗
」
と
は
、
福
井

市
灯
明
寺
町
燈
明
寺
の
こ

と
と
思
わ
れ
、
慶
長
七
年

(
一
六
O
二
)
の
本
願
寺

東
西
分
派
の
時
、
東
派
に

属
し
て
直
末
に
な
っ
た
ら

〆
ミ

0

1
L
、ν【

清
行
寺
】
誓
行
寺
(
福

井
市
昭
和
町
)

福
井
城
下
の
加
賀
口
御

門
内
松
本
下
町
に
あ
っ
た

清
行
寺
は
慶
長
年
間
に
了

願
の
開
基
と
伝
え
る
が
、

「
天
正
四
年
末
寺
帳
B
」

に
見
え
る
「
3

了
願
」
と
同
人
か
と
思
わ
れ
る
。

寛
永
十
三
年
(
一
ム
ハ
一
二
六
)
四
月
忠
昌
が
当
寺
に
休

息
の
際
、
白
銀
五
枚
を
賜
い
、
速
や
か
に
寺
号
定
む

べ
き
上
意
よ
り
、
東
本
願
寺
よ
り
誓
行
寺
と
寺
号
が

免
許
さ
れ
て
超
勝
寺
末
寺
か
ら
離
末
し
て
東
本
願
寺

直
末
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
天
和
三
年
(
一
六

八
一
三
百
か
寺
騒
動
で
東
派
よ
り
西
派
に
転
派
し
、

江
戸
中
期
に
清
行
寺
と
改
号
。
昭
和
七
年
九
月
現
地

に
移
転
し
た
〔
明
細
帳
〕
。

(
ハ
)
超
勝
寺
末
寺
に
留
ま
っ
た
寺
院

【
徳
善
寺
】
(
後
に
回
目
蔵
寺

永
平
寺
町
芝
原
)

「
天
正
四
年
末
寺
帳
B
」
に
見
え
る
「
5

賢
乗
」

と
は
、
慶
長
十
三
年
(
一
六
一
四
)
九
月
三
日
に
下

付
さ
れ
た
「
木
仏
」
に
あ
る
「
超
勝
寺
下
吉
田
郡
下

吉
野
村

寺
の
末
寺
と
し
て
寺
号
を
得
て
い
る
が
、
元
和
一
一
年

(
一
六
二
ハ
)
八
月
十
九
日
免
許
さ
れ
た
飛
櫓
官
に

は
「
吉
野
徳
善
寺
賢
乗
三
才
親
乗
祐
名
代
也
、
六

十
五
才
」
と
あ
り
不
審
で
も
あ
る
。
親
の
「
乗
祐
」

徳
善
寺
賢
乗
」
と
思
わ
れ
、
す
で
に
超
勝

と
は
旧
道
場
名
で
木
仏
を
下
付
さ
れ
た
賢
乗
と
同
人

で
あ
り
、
子
ど
も
と
同
名
で
あ
っ
た
と
し
か
考
え
ら

れ
な
い
。
旧
道
場
名
だ
と
す
る
の
は
、
永
正
二
年
(

五
O
五
)
一
一
一
月
二
十
五
日
付
「
吉
野
下
保
住
人
窪
太
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天正19年の超勝寺と本覚寺の末寺表B表

超勝寺方

NO 字禄頃末寺帳A 天正19年末寺帳B 近世の変化 本末

2 越前ノツマタノ長勝寺 ノツマタノ 長勝寺 大野市寺町長勝寺 西派直末

5 賢乗 吉野徳善寺(昌蔵寺) 超勝寺下

9 慶誓 金津善蓮寺 超勝寺下

l 加州久末 勝厳寺 ヒサスエノ 勝厳寺 坂井市金津町清王照厳寺 東派直末

10 東明寺善宗 福井市灯明寺町灯明寺 東派直末

3 了願 福井市昭和町清行寺か? 東派直末

4 トナハラ 祐介 不明

6 慶安 不明

7 慶心 不明

8 宗慶 不明

NOは、原文書の記載順番
松
原

本覚寺方

NO 字禄頃末寺帳A 天正19年末寺帳B 近世の変化 本末

l 字坂 本向寺 ウサカノ 本向寺 福井市市波本向寺 西派直末

2 スナコタ 徳勝寺 スナコタ 徳勝寺 福井市了勝寺 西派直末

4 キタノショウノ i手善寺 福井市浮善寺 西派直末

5 カハハタノ 蓮光寺 鯖江市下河端蓮光寺 西派直末

7 オグロノ 西光寺 丸岡町小黒西光寺 西派直末

11 コイナツイ 乗善 福井市小稲津町光福寺 西派直末

13 キダノ 明円 福井市長慶寺初代 西派直末

44 明祢 長慶寺2代

19 ヨツイノ 正誓 福 井 西 蓮 寺 西派直末

45 正永 西蓮寺2代

22 同 明心 「北庄照順寺明心Jか。興宗寺に併合
23 トクブデンノ 祐弥 丸岡 i手応寺 西派直末

40 真勝寺 越前市服部真勝寺 西派直末

9 ゲンタツノ 了願 松岡慶崇寺 本覚寺下

50 了玄 慶崇寺了願の次代か

14 モリタノ 善乗 福井市森田厳教寺 本覚寺下

17 イシマルノ 祐念 越前市定友唯宝寺 本覚寺下

20 フジシマノ 慶善 丸岡正善寺 本覚寺下

24 サダシゲノ 了祐 熊堂正琳寺 本覚寺下

43 了西 正琳寺了祐の次代か

15 フチノウエノ i宇円 旧淵上村本覚寺下道場か

3 越前河尻西光寺 カハシリノ 西光寺 坂井市三国町米ヶ脇西光寺 東派直末

10 ホコガサキノ 祐乗 福井市浮得寺 東派直末

35 祐海 福井市浮待寺祐乗の弟子か

12 ミクニノ 正空 坂井市三国町唯称寺 東派直末

18 フジセノ 乗西 福井市波寄町成福寺 東派直末

25 イシバノ 道西 福井石場真j手寺か? 東派直末

48 道宗 石場真j手寺の弟子か?

31 等明寺 西円 福井市灯明寺町諦聴寺 東派直末

36 光福寺 越前市下大虫町光福寺か 東派直末

46 殿下三人 円明寺・ j手尊寺・慶福寺 東派直末

32 殿下慶 西 殿下円明寺か? 東派

6 タケフノ 本誓寺 「越前国寺庵」帳にあり。 東派

NOは、原文書の記載順番

超
勝
寺
・
本
能
寺
の
両
寺
末
寺
帳
か
ら
見
た
越
前
諸
寺
院
の
近
世
に
お
け
る
動
向
に
つ
い
て
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郎
左
衛
門
尉
吉
久
寄
進
状
」
(
昌
蔵
寺
文
書
)
に
「
乗

祐
道
場
へ
参
」
と
あ
る
か
ら
で
も
あ
る
。
「
御
用
留

抜
集
」
(
松
平
文
庫
蔵
)
元
禄
九
年
(
一
六
九
六
)
九
月

十
七
日
条
に
よ
れ
ば
、
郡
奉
行
・
町
奉
行
・
両
御
堂

に
対
し
江
戸
よ
り
「
今
度
、
下
吉
野
村
徳
善
寺
井
檀

方
共
仕
形
不
届
ニ
候
。
依
之
、
寺
号
御
け
つ
り
寺
破

却
ニ
被
仰
付
候
問
、
左
様
可
被
相
心
得
候
」
と
あ
り
、

こ
れ
に
よ
り
徳
善
寺
は
廃
寺
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、

徳
善
寺
末
喬
は
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
直
参
道
場
と

な
り
、
住
職
正
慶
は
医
術
を
以
て
松
岡
藩
に
仕
え
た

功
に
よ
り
享
保
元
年
(
一
七
一
六
)
九
月
二
十
四
日

に
再
興
さ
れ
、
天
台
宗
の
浮
寺
号
を
求
め
て
昌
蔵
寺

と
称
し
た
。

【
善
蓮
寺
】
(
坂
井
市
金
津
町
)

「
天
正
四
年
末
寺
帳
B
」
に
見
え
る
「
9

は
、
慶
長
八
年
二
六
O
三
)
七
月
九
日
に
下
付
さ

慶
誓
」

れ
た
「
顕
如
上
人
真
影
」
裏
書
に
あ
る
「
超
勝
寺
門

徒
越
前
回
坂
北
郡
河
口
庄
溝
江
郷
金
津
善
蓮
寺
」
と

あ
る
「
願
主
慶
誓
」
と
同
人
で
あ
ろ
う
。
慶
長
七
年

に
本
願
寺
が
東
西
に
分
派
し
た
際
も
西
派
の
超
勝
寺

末
寺
に
留
ま
っ
た
寺
院
で
あ
る
。

三
、
本
覚
寺
末
寺
帳

(
イ
)
本
覚
寺
末
寺
か
ら
西
本
願
寺
直
末
と
な

っ
た
寺
院

【
本
向
寺
】
(
福
井
市
市
波
〔
旧
美
山
町
〕

蓮
如
の
吉
崎
御
坊
前
に
居
住
す
る
多
屋
の
一
坊
で

あ
っ
た
本
光
坊
に
由
来
し
、
五
代
了
顕
ま
で
字
坂
大

谷
に
居
住
、
六
代
了
恵
の
時
、
蓮
如
か
ら
本
向
寺
の

寺
号
を
与
え
ら
れ
宇
坂
高
田
村
に
居
住
し
、
後
に
加

賀
山
代
に
移
転
、
七
代
祐
順
代
に
字
坂
猪
ヶ
口
村

へ
、
八
代
祐
幸
の
時
に
市
波
村
(
福
井
市
)
に
転
住

し
た
と
い
う
。
「
石
山
本
願
寺
日
記
(
天
文
日
記
)
』

天
文
七
年
(
一
五
三
一
八
)
一
一
月
二
日
条
に
「
斎
、
本

向
寺
」
、
同
年
五
月
八
日
条
に
「
就
当
番
儀
、
本
向
寺

如
毎
月
樽
出
之
」
と
、
以
下
、
各
条
に
本
向
寺
が
見

え

る

。

宇

坂

「
享
禄
頃
末
寺
帳
A
」
に
「
1

向
寺
」
、
「
天
正
四
年
末
寺
帳
B
」
に
も
「
ウ
サ
カ
ノ

本
向
寺
」
と
あ
り
本
覚
寺
末
寺
で
あ
っ
た
が
、
慶
長

初
年
に
西
本
願
寺
直
末
と
な
り
、
慶
長
六
年
(
一
六

O

一
)
九
月
二
十
日
に
本
向
寺
祐
了
へ
木
仏
が
免

許
、
同
十
六
年
十
一
月
十
九
日
に
祐
玄
(
コ
干
一
歳
)

に
「
飛
槍
官
」
が
免
ぜ
ら
れ
、
後
に
つ
家
衆
」
と

な
っ
た
。

【
徳
勝
寺
}
(
福
井
市
大
宮
三
丁
目
)

旧
坂
井
郡
西
部
の
砂
子
田
村
(
福
井
市
)
に
創
立

さ
れ
、
『
石
山
本
願
寺
日
記
』
天
文
十
二
年
十
二
月

十
日
条
に
「
砂
子
田
徳
勝
寺
就
当
番
之
儀
、
樽
持

参
」
と
あ
り
、
以
下
、
し
ば
し
ば
寺
名
が
見
え
る
。

本

「
天
正
四
年
末
寺
帳
B
」
に
も
「
2

ス
ナ
コ
タ
徳

勝
寺
」
と
あ
り
、
早
く
か
ら
寺
号
を
免
許
さ
れ
て
い

る
。
慶
長
初
年
に
本
覚
寺
末
寺
か
ら
西
本
願
寺
直
末

と
な
り
、
寛
永
三
年
(
一
六
三
六
)
七
月
八
日
に
「
坂

北
郡
西
方
砂
子
田
徳
勝
寺
」
に
「
飛
槍
官
」
を
免
ぜ

ら
れ
、
寛
永
十
一
年
十
一
月
五
日
に
「
上
宮
・
三
朝
」

の
御
影
が
「
坂
北
郡
四
郷
内
砂
子
村
徳
勝
寺
祐

了
」
に
免
許
さ
れ
て
い
る
。
当
寺
屋
敷
は
「
北
庄
四

ツ
割
図
」
に
は
見
え
な
い
が
、
万
治
二
年
(
一
六
五

九
)
の
城
下
絵
図
に
初
め
て
城
下
の
下
寺
町
に
寺
名

が
見
え
る
か
ら
、
恐
ら
く
秀
康
の
地
子
免
以
後
に
砂

子
田
村
か
ら
福
井
城
下
の
町
屋
を
求
め
て
移
転
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
貞
享
二
年
(
一
六
八
五
)
の
「
絵

図
別
記
」
に
「
境
内
悉
町
役
地
」
と
な
っ
て
い
る
の

は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
貞
享
コ
一
年
の
半
知
後
に
明
地

と
な
っ
た
表
御
堂
西
方
の
与
力
屋
敷
跡
地
(
神
明
裏

町
)
へ
寺
基
を
移
転
し
た
が
、
寛
延
二
年
(
一
七
四

九
)
に
徳
勝
寺
は
了
勝
寺
と
改
号
し
、
昭
和
十
六
年

に
旧
西
藤
島
村
牧
ノ
島
(
現
在
の
福
井
市
大
宮
三
丁

目
)
に
移
転
し
た
。

【
静
善
寺
】
(
福
井
市
宝
永
一
丁
目
)
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「
坂
井
郡
池
口
村
(
あ
わ
ら
市
)
に
創
立
さ
れ
、

慶
長
十
八
年
(
一
六
一
一
三
に
北
庄
片
町
へ
移
転
」
(
「
越

藩
拾
遺
録
』
)
と
あ
る
が
、
「
天
正
四
年
末
寺
帳
B
」
に

ぽ
げ
善
寺
」
と
あ
り
、

は
「
4

キ
タ
ノ
シ
ョ
ウ
ノ

す
で
に
寺
号
を
免
許
さ
れ
て
い
て
北
庄
へ
移
転
し
て

い
る
。
寛
永
二
十
年
(
一
六
四
三
)
の
大
火
で
西
御

堂
(
西
別
院
)
が
類
焼
し
た
の
を
契
機
に
御
堂
門
内

に
入
り
、
以
後
西
別
院
の
役
寺
と
な
っ
た
が
、
寛
永

十
六
年
五
月
七
日
に
「
福
居
御
坊
性
宗
浮
善
寺
」
に

「
飛
槍
官
」
が
免
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
天
保
五
年
(
一

八
三
四
)
西
別
院
か
ら
門
外
に
出
て
現
地
の
松
本
地

方
に
寺
基
を
移
転
し
た
。

【
蓮
光
寺
}
(
東
派
蓮
光
寺
鯖
江
市
下
河
端
町
・
西

派
蓮
光
寺
永
平
寺
町
春
日
二
丁
目
)

蓮
光
寺
の
開
祖
は
折
立
称
名
寺
と
同
族
の
佐
々
木

高
綱
と
す
る
か
ら
、
橋
立
の
真
宗
寺
と
同
様
に
元
は

真
宗
高
田
派
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
今
立
郡
下
河

端
村
(
鯖
江
市
)
に
創
立
。

に
「
5

「
天
正
四
年
末
寺
帳
B
」

蓮
光
寺
」
と
あ
り
、
本
覚

カ
ハ
ハ
タ
ノ

寺
末
寺
と
し
て
す
で
に
寺
号
を
免
許
さ
れ
て
い
た
。

慶
長
初
年
に
西
本
願
寺
直
末
と
な
る
と
、
慶
長
十
年

(
一
六
O
五
)
八
月
二
日
に
「
今
北
郡
川
保
庄
蓮
光
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寺
浮
祐
」
に
木
仏
免
許
、
元
和
二
年
(
一
六
二
ハ
)

松
原

一
一
一
月
十
八
日
に
は
「
飛
槍
官
」
を
免
ぜ
ら
れ
た
。
し

か
し
、
元
禄
二
年
(
一
六
八
九
)
に
蓮
光
寺
は
東
西

両
派
に
分
寺
し
、
東
派
の
蓮
光
寺
は
当
村
に
残
り
、

西
派
の
蓮
光
寺
は
寺
基
を
浅
水
二
日
町
へ
移
し
、
さ

ら
に
松
岡
町
極
印
に
移
転
し
た
。

【
西
光
寺
】
(
坂
井
市
丸
岡
町
小
黒
)

丸
岡
城
下
外
の
小
黒
村
に
創
立
。

寺
帳
B
」
に
「
7

オ
グ
ロ
ノ
西
光
寺
」
と
あ
り
本

覚
寺
末
寺
と
し
て
す
で
に
寺
号
を
免
許
さ
れ
て
い

る
。
慶
長
初
年
に
西
本
願
寺
直
末
と
な
る
と
、
慶
長

二
十
年
(
一
六
一
五
)
七
月
二
十
四
日
に
「
太
子
七

高
祖
」
真
影
が
下
付
さ
れ
、
同
年
六
月
十
五
日
に
「
飛

「
天
正
四
年
末

槍
官
」
を
免
ぜ
ら
れ
た
。

{
光
福
寺
】
(
福
井
市
小
稲
津
町
)

「
天
正
四
年
末
寺
帳
B
」
に
記
載
さ
れ
る
〔
日

コ
イ
ナ
ツ
ノ
乗
善
〕
と
は
、
小
稲
津
村
光
福
寺
開

基
乗
善
の
こ
と
で
、
慶
長
四
年
極
月
六
日
に
准
如
よ

り
二
代
乗
順
に
下
付
さ
れ
た
「
大
谷
本
願
寺
親
鷲
聖

人
御
影
」
に
「
越
前
国
足
南
郡
小
稲
津
村
光
福
寺
」

と
、
初
め
て
寺
号
が
見
え
て
西
本
願
寺
直
末
と
な
っ

た
。
寛
永
十
五
年
六
月
十
五
日
に
は
コ
一
代
乗
誓
に
「
飛

槍
官
」
が
免
ぜ
ら
れ
た
。

【
長
慶
寺
】
(
福
井
市
商
木
田
二
丁
目
)

超
勝
寺
・
本
能
寺
の
両
寺
末
寺
帳
か
ら
見
た
越
前
諸
寺
院
の
近
世
に
お
け
る
動
向
に
つ
い
て

「
天
正
四
年
末
寺
帳
B
」
に
あ
る
[
日

明
円
〕
は
本
覚
寺
末
の
道
場
で
長
慶
寺
の
開
祖
と

考
え
ら
れ
、
文
禄
=
一
年
(
一
五
九
四
)
五
月
廿
二
日

キ
ダ
ノ

に
西
本
願
寺
准
如
よ
り
二
代
目
の
願
主
明
称
に
下
付

さ
れ
た
「
顕
如
上
人
真
影
」
(
長
慶
寺
蔵
)
に
は
「
越

前
国
足
羽
郡
三
ヶ
庄
木
田
」
と
し
か
な
く
未
だ
寺
号

が
見
え
な
い
が
、
す
で
に
本
覚
寺
末
か
ら
は
離
れ
て

い
る
。
慶
長
四
年
(
一
五
九
九
)
十
月
九
日
に
准
如

よ
り
「
明
称
」
に
下
付
さ
れ
た
「
大
谷
本
願
寺
親
驚

聖
人
御
影
」
に
は
「
越
前
回
足
南
郡
三
ケ
庄
木
田
村

長
慶
寺
」
と
あ
り
初
め
て
寺
号
が
免
許
さ
れ
て
一
寺

と
な
る
が
、
願
主
明
称
は
「
叫

明
弥
」
の
こ
と
で

あ
ろ
う
。
慶
長
十
八
年
七
月
十
三
日
、
明
称
(
五
十

三
一
歳
)
に
飛
槍
官
が
免
許
さ
れ
た
。

【
西
蓮
寺
】
(
福
井
市
松
本
二
丁
目
)

西
蓮
寺
は
初
め
四
ッ
居
村
に
存
在
し
た
本
覚
寺
末

道
場
で
あ
っ
た
が
、
慶
長
六
年
に
北
庄
城
築
城
で
城

内
と
な
る
た
め
に
域
外
の
松
本
町
に
移
転
し
て
一
寺

「
天
正
問
年
末
寺
帳
B
」
に
「
四

と
な
っ
た
。

ヨ

ツ
イ
ノ
正
琴
己
と
あ
る
「
正
誓
」
は
西
蓮
寺
の
開
祖

で
、
慶
長
九
年
八
月
七
日
に
西
本
願
寺
准
知
よ
り
二

代
目
の
願
主
の
正
永
に
下
付
さ
れ
た
「
和
朝
親
驚
聖

人
御
影
」
(
西
蓮
寺
蔵
)
に
「
越
前
国
吉
田
郡
北
庄
四
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井
村
西
蓮
寺
」
と
初
め
て
寺
号
が
見
え
る
願
主
の
正

永
(
寛
永
十
九
年
七
九
歳
死
)
と
は
「
崎
正
永
」
で

あ
ろ
う
。
元
和
四
年
(
一
六
一
八
)
六
月
十
四
日
、

「
北
庄
松
本
正
永
」
に
「
飛
櫓
官
」
が
免
許
さ
れ

て
い
る
。

【
照
順
寺
】
(
福
井
市
)

「
天
正
四
年
末
寺
帳
B
」
に
一
記
載
さ
れ
る
「
辺

キ
タ
ノ
シ
ョ
ウ
ノ
明
心
」
と
は
、
慶
長
七
年
二
月

二
十
八
日
に
「
親
鷲
御
影
」
を
下
付
さ
れ
た
「
越
前

国
足
南
郡
北
庄
照
順
寺
明
心
」
の
こ
と
で
、
興
宗
寺

誓
了
の
弟
で
あ
る
た
め
興
宗
寺
に
併
合
さ
れ
て
照
順

寺
は
廃
寺
と
な
っ
て
い
る
。

【
静
応
寺
】
(
坂
井
市
丸
岡
町
本
町
)

「
天
正
四
年
末
寺
帳
B
」
に
記
載
さ
れ
る
「
お

ト
ク
ブ
デ
ン
ノ
祐
弥
」
は
丸
岡
町
浮
応
寺
の
前
身

で
、
当
寺
由
緒
書
に
よ
れ
ば
、
加
賀
国
荒
谷
城
の
藤

丸
教
弥
は
坂
井
郡
徳
分
田
村
で
さ
ら
に
種
村
へ
、

寛
永
年
中
に
丸
岡
城
下
へ
移
転
し
た
と
い
う
。
慶
長

二
年
八
月
十
七
日
に
准
知
よ
り
教
称
へ
下
付
さ
れ
た

「
大
谷
本
願
寺
親
驚
聖
人
御
影
」
に
「
越
前
田
坂
北

郡
高
椋
郷
種
村
瀞
応
寺
」
と
初
め
て
寺
号
が
見
え
西

本
願
寺
直
末
と
な
っ
た
。
元
和
二
年
二
月
十
七
日
に

教
弥
は
二
六
歳
で
飛
槍
官
が
免
許
さ
れ
て
い
る
か

ら
、
「
ト
ク
ブ
デ
ン
ノ
祐
祢
」
は
「
教
弥
」
の
親
で

あ
ろ
う
。

{
真
勝
寺
】
(
越
前
市
横
住
町
〔
旧
今
立
町
〕
)

「
天
正
四
年
末
寺
帳
B
」
に
記
載
さ
れ
る
2

「却

真
勝
寺
」
は
越
前
市
今
立
町
横
住
の
真
勝
寺
の
こ

と
と
思
わ
れ
る
。
慶
長
七
年
二
月
十
一
日
に
真
勝
寺

乗
専
に
下
付
さ
れ
た
「
大
谷
本
願
寺
親
驚
聖
人
御

影
」
に
「
越
前
国
今
北
郡
服
部
庄
横
積
村
真
勝
寺
」

と
寺
名
が
あ
り
、
西
本
願
寺
直
末
と
な
っ
た
。
慶
長

十
八
年
五
月
二
日
に
乗
専
(
五
六
歳
)
へ
飛
槍
官
が

免
許
さ
れ
た
。

(
ロ
)
本
覚
寺
末
寺
に
留
ま
っ
た
寺
院

【
慶
崇
寺
】
(
永
平
寺
町
神
明
)

堅
達
村
の
天
台
宗
安
楽
院
地
蔵
院
は
天
正
二
年
の

一
向
一
挟
に
よ
り
焼
亡
し
て
廃
寺
と
な
り
一
向
宗
に

改
宗
し
た
の
が
「
天
正
四
年
末
寺
帳
B
」
に
記
載
さ

了
願
」
の
こ
と
で
、
慶

れ
る
「
9

ゲ
ン
タ
ツ
ノ

長
六
年
九
月
七
日
に
開
山
御
影
に
寺
号
を
得
て
一
寺

と
な
っ
た
。
寛
永
十
五
年
(
一
六
三
人
)
六
月
十
五

日
に
「
飛
槍
官
」
を
命
じ
ら
れ
た
「
元
達
村
了
玄
」

は
「
印
了
玄
」
か
。
慶
崇
寺
は
そ
の
後
坂
下
村
へ
、

慶
安
元
年
(
一
六
四
人
)
松
岡
藩
が
出
来
、
城
下
町

が
成
立
す
る
と
、
松
岡
に
寺
基
を
移
転
し
た
。

【
厳
教
寺
】
(
福
井
市
上
森
田
町
)

「
天
正
四
年
末
寺
帳
B
」
に
記
載
さ
れ
る
「
H

モ
リ
タ
ノ
善
乗
」
が
当
寺
の
開
祖
と
思
わ
れ
、
慶
長

六
年
八
月
十
八
日
に
「
顕
如
真
影
」
に
「
本
覚
寺
門

徒
越
前
国
吉
田
郡
河
合
庄
森
田
厳
教
寺
道
興
」
と
あ

っ
て
一
寺
と
な
り
、
寛
永
十
六
年
九
月
二
十
九
日
に

は
「
飛
槍
官
」
を
免
じ
ら
れ
た
。

【
唯
宝
寺
】
(
越
前
市
定
友
町
〔
旧
今
立
町
〕
)

「
天
正
四
年
末
寺
帳
B
」
に
記
載
さ
れ
る
「
口

イ
シ
マ
ル
ノ
祐
念
」
は
唯
宝
寺
の
開
祖
か
。
慶
長

九
年
八
月
十
日
に
下
付
さ
れ
た
「
御
開
山
」
に
「
念

了
」
と
あ
り
、
寛
永
十
六
年
六
月
十
三
日
に
「
本
覚

寺
下
福
居
庄
石
丸
唯
宝
寺
」
に
「
飛
槍
官
」
が
免
じ

ら
れ
た
。

「
石
丸
」
は
旧
森
田
町
(
福
井
市
)
で
、

後
に
今
立
郡
定
友
村
に
移
転
し
た
。

【
正
善
寺
】
(
坂
井
市
丸
岡
町
巽
)

「
天
正
四
年
末
寺
帳
B
」
に
記
載
さ
れ
る
「
却

慶
善
」
は
、
慶
長
二
十
年
九
月
二
十

二
日
に
下
付
さ
れ
た
「
御
開
山
」
に
寺
号
を
望
ん
だ

本
覚
寺
下
の
丸
岡
町
慶
善
に
「
正
善
寺
」
の
寺
号
が

免
じ
ら
れ
、
元
和
四
年
(
二
ハ
一
八
)
十
一
月
二
十

三
日
に
正
善
寺
慶
善
へ
「
木
仏
」
が
下
付
さ
れ
た
。

フ
ジ
シ
マ
ノ
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【
正
琳
寺
】
(
玄
性
寺

坂
井
市
丸
岡
町
熊
堂
)

「
天
正
四
年
末
寺
帳
B
」
に
記
載
さ
れ
る
「
出

サ
ダ
シ
ゲ
ノ
了
祐
」
は
、
天
正
二
年
吉
田
郡
定
重

村
(
坂
井
市
春
江
町
定
重
)
に
道
場
を
定
め
た
正
琳
寺

の
こ
と
で
(
玄
性
寺
記
録
)
、
「
木
仏
留
」
の
慶
長
十

年
八
月
十
一
日
に
「
吉
田
郡
定
重
村
本
覚
寺
門
徒
正

琳
寺
了
西
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
頃
に
一
寺
と
な
り
、

寛
永
元
年
(
一
六
二
四
)
に
熊
堂
(
坂
井
市
丸
岡
町
)

へ
移
転
し
た
。
元
和
九
年
十
一
月
二
十
七
日
に
「
熊

堂
村
本
覚
寺
下
正
琳
寺
釈
宗
二
」
に
「
飛
槍
官
」
を

免
ぜ
ら
れ
た
が
、
正
徳
四
年
(
一
七
一
四
)
に
本
覚

寺
末
寺
離
脱
事
件
に
よ
り
福
井
藩
か
ら
廃
寺
と
さ
れ

た
。
そ
の
後
、
延
享
二
年
(
一
七
四
五
)
に
玄
性
寺

と
し
て
再
興
さ
れ
た
。

【
西
善
寺
】
(
福
井
市
和
田
中
町
上
村
)

「
天
正
四
年
末
寺
帳
B
」
に
記
載
さ
れ
る
「
日

フ
チ
ノ
ウ
エ
ノ
静
円
」
は
足
羽
郡
旧
淵
上
村
の
西
善

寺
の
開
基
「
乗
円
」
と
一
致
す
る
が
、
当
初
は
一
寺

と
は
な
ら
ず
、
道
場
と
し
て
近
世
は
存
続
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
江
戸
時
代
末
期
に
は
西
善
寺
と
し
て

再
興
さ
れ
明
治
十
一
年
十
一
月
十
一
日
に
寺
号
公
称

さ
れ
て
い
る
(
「
和
田
区
史
」
昭
和
二
七
年
刊
)

0
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(
ハ
)
東
本
願
寺
派
へ
改
派
し
た
寺
院

松
原

【
西
光
寺
】
(
坂
井
市
三
国
町
宿
)

『
石
山
本
願
寺
日
記
』
天
文
二
十
一
年
(
一
五
五

二
)
十
一
月
二
十
八
日
条
に
「
越
前
川
尻
了
祐
」
と

見
え
、
「
十
字
禄
頃
末
寺
帳
A
」
に
も
「
3

越
前
河

「
朝
倉
始
末
記
』
永
禄
四
年

(
一
五
六
ご
四
月
六
日
に
朝
倉
義
景
が
興
行
し
た

三
里
浜
の
犬
追
物
の
際
に
は
奉
行
の
朝
倉
景
連
が

「
河
尻
の
道
場
に
居
ラ
レ
ケ
リ
」
と
あ
る
の
が
当
寺

の
こ
と
で
、
早
く
か
ら
一
寺
と
な
っ
て
い
た
。

尻
西
光
寺
」
と
あ
る
。

正
四
年
末
寺
帳
B
」
に
も
「
3

カ
ハ
シ
リ
ノ

光
寺
」
と
あ
っ
て
本
覚
寺
末
寺
で
あ
っ
た
。
慶
長
年

間
の
東
西
分
派
の
際
に
は
東
本
願
寺
派
に
属
し
て
直

末
寺
と
な
り
、
寛
文
五
年
(
一
六
六
五
)
五
月
八
日

に
川
尻
村
よ
り
現
地
(
米
ケ
脇
)
に
寺
基
を
移
転
、

同
八
年
四
月
二
十
九
日
に
倶
秀
に
「
御
絵
伝
」
が
下

付
さ
れ
る
と
、
後
に
院
家
衆
に
列
し
た
。
寛
政
二
年

(
一
七
九
O
)

六
月
に
真
宗
木
部
派
に
一
旦
は
帰
参

し
た
が
、
間
も
な
く
東
派
へ
戻
っ
た
。

{
浮
得
寺
】
(
福
井
市
西
木
田
三
丁
目
)

時
伊
得
寺
の
寺
伝
に
よ
る
と
、
当
寺
は
敦
賀
郡
原
村

の
道
場
に
始
ま
る
と
伝
え
る
が
、
近
世
初
頭
に
鉾
ケ

「
天
正
四
年
末

ホ
コ
ガ
サ
キ
ノ
祐
乗
」
と
あ
る
。

崎
村
(
福
井
市
)
に
道
場
を
定
め
、

寺
帳
B
」
に
「
叩

超
勝
寺
・
本
能
寺
の
両
寺
末
寺
帳
か
ら
見
た
越
前
諸
寺
院
の
近
世
に
お
け
る
動
向
に
つ
い
て

「天

当
寺
蔵
の
「
思
迷
発
心
集
」
奥
書
に
は
「
子
時
慶
長

三
戊
成
年
九
月
七
日
、
角
原
村
浮
得
寺
釈
祐
海
書

之
」
と
あ
る
か
ら
「
お
祐
海
」
は
祐
乗
の
次
代
と

思
わ
れ
、
隣
村
の
角
原
村
に
転
住
し
て
寺
号
を
与
え

ら
れ
東
本
願
寺
直
末
に
な
っ
た
ら
し
い
。
元
和
二
年

(
一
六
一
六
)
八
月
七
日
に
「
足
南
郡
生
野
之
保
角

原
村
静
得
寺
」
に
「
飛
権
官
」
を
免
許
さ
れ
る
と
、

同
年
に
北
庄
下
呉
服
町
に
移
り
、
万
治
二
年
(
一
六

五
九
)
の
大
火
に
類
焼
後
現
在
地
に
移
転
し
た
。

【
唯
称
寺
】
(
坂
井
市
三
国
町
山
王
)

唯
称
寺
由
緒
書
に
よ
れ
ば
「
天
正
八
年
八
月
に
湊

正
薫
坊
願
誓
が
戦
死
、
そ
の
室
は
道
敬
坊
正
香
、
嫡

男
が
正
兼
願
明
と
あ
る
」
が
、
「
天
正
四
年
末
寺
帳

B
」
に
記
載
さ
れ
る
「
ロ

西

ミ
ク
ニ
ノ

正
空
」
の

こ
と
と
考
え
ら
れ
、
慶
長
元
年
十
一
月
二
十
四
日
に

下
付
さ
れ
た
「
祖
師
尊
影
の
裏
書
」
に
唯
称
寺
の
寺

号
が
見
ら
れ
、
東
本
願
寺
直
末
に
な
っ
た
ら
し
い
。

承
応
二
年
(
一
六
五
三
)
八
月
二
十
五
日
に
は
願
敬

が
「
御
絵
伝
」
の
銘
替
え
を
望
ん
で
い
る
。

【
成
福
寺
】
(
福
井
市
波
寄
町
)

成
福
寺
由
緒
書
に
よ
れ
ば
、
当
寺
は
荒
川
興
行
寺

周
覚
を
祖
と
し
、
古
く
は
大
谷
村
に
あ
っ
て
西
の
坊

と
称
し
た
と
い
う
。
六
世
乗
誓
の
時
に
藤
瀬
村
へ
転
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「
天
正
四
年
末
寺
帳
B
」
に

住
し
た
と
い
う
か
ら
。

記
帳
さ
れ
る
「
国

フ
ジ
セ
ノ
乗
西
」
の
こ
と
と
思

わ
れ
る
。
後
に
成
福
寺
の
寺
号
が
免
許
さ
れ
て
束
派

に
属
し
た
ら
し
い
。
承
応
四
年
(
一
六
五
五
)
に
は

隣
村
の
波
寄
村
に
移
転
、
万
治
二
年
(
一
六
五
九
)

七
月
五
日
に
乗
之
に
「
飛
槍
官
」
の
継
目
が
免
許
さ

れ
て
い
る
。
な
お
、
丸
岡
町
山
崎
コ
一
ケ
の
浄
林
寺
は

波
寄
成
福
寺
支
坊
と
し
て
円
納
村
に
あ
り
、
元
祖
乗

信
は
本
覚
寺
末
寺
に
留
ま
り
三
世
乗
喜
代
に
山
崎
村

に
移
り
、
寛
文
四
年
(
一
六
六
四
)
六
月
二
十
六
日

木
仏
寺
号
を
免
許
さ
れ
て
い
る
。

【
諦
聴
寺
】
(
福
井
市
灯
明
寺
町
)

「
申
物
帳
」
に
よ
れ
ば
、
明
暦
四
年
(
一
六
五
人
)

三
月
二
十
七
日
に
当
寺
の
西
円
に
諦
聴
寺
の
紙
寺
号

が
下
付
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
「
天
正
四
年
末
寺
帳
B
」

に
記
載
さ
れ
る
「
担
等
明
寺
西
円
」
と
同
人
と

思
わ
れ
、
東
本
願
寺
直
末
と
な
っ
た
。

{
殿
下
の
三
寺
(
円
明
寺
・
慶
福
寺
・
浮
尊
寺
)
】

(
福
井
市
殿
下
町
)

「
天
正
四
年
末
寺
帳
B
」
に
記
載
さ
れ
る
「
必

殿
下
三
人
」
と
は
、
円
明
寺
・
伊
尊
寺
・
慶
福
寺
の

前
身
の
本
覚
寺
末
三
道
場
と
考
え
ら
れ
る
。
貞
享
三

年
(
一
六
八
六
)
の
「
殿
下
村
除
地
改
」
(
円
明
寺
記
録
)

畠
七
畝
円
明
寺
屋
敷
地
、

八
歩
教
福
寺
持
分
、

畠
七
畝
廿

畠
三
畝
拾
四
歩
瀞
尊
寺
持

分
」
と
あ
る
よ
う
に
、
慶
長
三
年
(
一
五
九
八
)
の

太
閤
検
地
で
は
三
道
場
の
敷
地
は
除
地
と
な
っ
た
ら

し
い
。
そ
の
後
、
本
願
寺
の
東
西
分
派
後
に
三
道
場

は
本
覚
寺
を
離
れ
て
東
派
に
属
し
寺
号
を
下
付
さ
れ

て
各
一
寺
と
な
っ
た
。
円
明
寺
は
当
村
に
残
り
、
慶

福
寺
は
文
政
七
年
(
一
八
二
四
)
の
「
慶
福
寺
願
書
」

(
福
井
市
「
弥
勤
寺
文
書
」
)
に
よ
れ
ば
承
応
二
年
(
一

六
五
三
)
三
月
に
城
下
の
西
子
安
町
へ
転
地
し
、
明

暦
三
年
(
一
六
五
七
)
八
月
二
十
三
日
に
慶
福
寺
竜

意
に
「
御
開
山
」
の
裏
書
の
申
し
替
え
が
許
可
さ
れ

て
い
る
。
明
和
八
年
(
一
七
七
ご
の
大
火
に
類
焼

後
は
寛
政
八
年
(
一
七
九
六
)
に
三
橋
地
方
(
西
厳
寺

裏
・
花
月
上
町
)
へ
移
転
し
、
明
治
十
四
年
現
地
(
福

井
市
順
化
一
丁
目
)
に
移
転
し
た
。
海
尊
寺
は
和
田

中
村
へ
移
転
し
明
暦
=
一
年
八
月
六
日
に
浄
尊
寺
浮
西

に
木
仏
が
免
許
さ
れ
て
お
り
、
円
明
寺
・
慶
福
寺
・

浮
尊
寺
の
コ
一
か
寺
は
と
も
に
明
暦
期
以
前
に
東
本
願

寺
よ
り
寺
号
を
免
許
さ
れ
て
直
末
に
な
っ
た
ら
し

ぃ
。
な
お
、

一一寸
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殿
下

慶
西
」
と
は
当
村
に
残

っ
た
円
明
寺
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
今
は
不
明
と

い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

【
真
悟
寺
】
(
福
井
市
豊
島
二
丁
目
)

当
時
の
中
興
開
基
と
す
る
道
崇
に
は
、
元
亀
四
年

(
一
五
七
三
)
七
月
廿
五
日
に
敏
景
(
孝
景
)
が
城

内
に
安
置
し
て
い
た
聖
徳
太
子
尊
像
を
朝
倉
義
景
か

ら
道
崇
に
譲
与
さ
れ
た
譲
与
状
の
写
し
を
伝
え
て
い

る
が
、
書
式
・
内
容
な
ど
か
ら
考
察
し
て
も
明
ら
か

に
偽
作
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
の
道
崇
が

北
庄
九
人
衆
の
一
人
と
考
え
ら
れ
、
寛
永
六
年
(
一

五
二
九
)
六
月
二
十
日
に
東
本
願
寺
か
ら
「
足
羽
郡

福
居
庄
石
場
真
浄
寺
道
崇
」
に
「
太
子
七
高
祖
」
の

真
影
を
下
付
さ
れ
て
お
り
、
元
和
・
寛
永
頃
に
寺
号

が
下
付
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て

推
察
す
る
と
、
「
天
正
四
年
末
寺
帳
B
」
に
記
載
さ

イ
シ
パ
ノ

れ
る
「
お

道
西
」
・
「
岨
道
宗
」
(
石

場
道
西
の
弟
子
か
)
は
当
寺
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

真
浄
寺
は
明
治
三
十
七
年
に
現
在
地
に
移
転
し
て
い

る。
【
光
福
寺
】
(
越
前
市
下
大
虫
町
)

「
天
正
四
年
末
寺
帳
B
」
に
記
載
さ
れ
る
「
お

光
福
寺
」
と
は
、
東
派
直
末
の
越
前
市
下
大
虫
町
光

福
寺
の
こ
と
か
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
、
当
寺

は
開
基
を
道
如
、
承
応
四
年
(
一
六
五
五
)
七
月
二

十
三
日
に
春
清
へ
東
本
願
寺
よ
り
木
仏
が
下
付
さ
れ
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て
い
る
。

【
本
誓
寺
】

「
天
正
四
年
末
寺
帳
B
」
に
記
載
さ
れ
る
「
6

タ
ケ
フ
ノ
本
誓
寺
」
に
つ
い
て
は
武
生
市
に
は
該
当

す
る
が
寺
名
は
見
当
ら
ず
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
得
な

ぃ
。
た
だ
、
福
井
藩
が
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

「
越
前
回
寺
庵
」
の
東
派
寺
院
の
中
に
「
本
誓
寺
」

の
寺
名
が
見
え
る
か
ら
存
在
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ

ろ
う
。
強
い
て
云
え
ば
、
後
に
東
別
院
寺
家
に
な
っ

た
本
誓
寺
の
こ
と
か
。

(
ニ
)
寺
院
へ
発
展
し
な
か
っ
た
在
家
・
在
所

(
惣
道
場
)

在
家
が
寺
院
化
し
な
か
っ
た
代
表
的
な
例
は
橘
屋

「
8

定
賢
」
と
は
、
奈
良

で
あ
ろ
う
。

キ
ダ
ノ

興
福
寺
東
北
院
領
の
木
田
庄
の
豪
商
で
あ
っ
た
橘
屋

(
福
井
市

橘
屋
)
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
、
当
家
の

由
緒
書
に
よ
れ
ば
、
橘
屋
は
橘
諸
兄
の
系
譜
を
引
く

紀
州
田
辺
城
主
田
辺
飛
騨
守
が
大
冶
年
間
三
一
二

六
1
コ
一
一
)
に
越
前
回
木
田
に
移
住
し
た
の
に
始
ま

る
と
伝
え
る
が
、
橘
屋
存
在
の
確
実
な
史
料
と
し
て

は
、
{
玉
徳
三
一
年
(
一
四
五
一
)
に
本
願
寺
存
如
か
ら

23 

下
付
さ
れ
た
「
方
便
法
身
尊
像
」
(
鯖
江
市
専
光
寺
蔵
)

松
原

の
裏
書
に
「
越
前
田
和
田
本
願
寺
門
流
木
田
庄
内
橘

屋
了
普
坊
」
と
見
え
る
の
を
最
初
と
す
る
。

方|方
便!便

事i宮
君!革
問、|像

， L _  

i裏
|書

宝
徳
コ
一
年
辛
未
六
月
廿
八
日
本
願
寺
釈
存
如
(
花
押
二

越
前
国
和
田
本
願
寺
門
流
木
田
庄
内

橘
屋
了
善
坊
安
置
之
御
本
尊
他

宝
徳
三
一
年
十
月
廿
七
日
口
口
(
花
押
)

こ
の
裏
書
は
、
筆
蹟
か
ら
見
て
少
な
く
と
も
最
初
の

二
行
は
存
如
の
直
筆
と
さ
れ
、
(
故
重
松
氏
の
鑑
定
に

よ
る
)
最
後
の
一
行
は
別
人
(
和
田
本
覚
寺
住
僧
の
筆

蹟
か
)
の
筆
と
さ
れ
(
鯖
江
市
専
光
寺
蔵
、
松
原
信
之

「
宝
徳
三
一
年
の
方
便
法
身
尊
像
に
就
い
て
」
『
福
井
史
学
』

昭
和
四
O
年
一
一
一
月
参
照
)
、
和

田
本
覚
寺
の
末
道
場
の
橘
屋
了
善
坊
が
、
教
化
の
た

め
越
前
に
滞
在
し
て
い
た
存
如
か
ら
本
願
寺
門
流
で

あ
る
こ
と
を
再
認
識
さ
れ
た
も
の
と
推
論
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
願
寺
門
徒
で
あ
っ
た
橘
氏
も
、
一

方
で
は
密
教
の
観
音
を
崇
拝
し
な
が
ら
、
寿
岳
院
(
後

に
泰
清
院
)
を
興
し
て
曹
洞
宗
檀
那
に
転
宗
し
て
い

第
十
号
福
井
県
史
学
会

超
勝
寺
・
本
能
寺
の
両
寺
末
寺
帳
か
ら
見
た
越
前
諸
寺
院
の
近
世
に
お
け
る
動
向
に
つ
い
て

る

「
幻
源
内
」
は
近
世
前
期
に
組
頭
(
大
庄
屋
)

を
務
め
た
福
井
市
二
上
町
加
藤
源
内
家
の
こ
と
で
あ

「
却

ろ、つ。
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木
下
」

二
郎
兵
衛
」
「
担
九
郎
兵
衛
」
も
在
家
道
場
と

思
わ
れ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
他
、
「
同

杉
谷
」
(
福

キ
タ
ノ
シ
ョ
ウ

田
尻
」
(
福
井
市
美
山
地
区
田
尻
)
・
「
お

「必

安
寺
地
区
藤
瀬
)
は
在
所
門
徒
で
、
か
や
野
」

「
日
国
包
」
も
在
所
名
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ

も
詳
細
は
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

井
市
麻
生
津
地
区
杉
谷
)

藤
瀬
」
(
福
井
市
大

一一寸
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(
ホ
)
不
明
道
場

各
寺
院
の
史
料
を
捜
索
し
て
も
未
だ
不
明
な
箇
所

が
残
る
。
超
勝
寺
方
で
は
四
件
、
本
覚
寺
方
で
は
一

二
件
で
あ
る
。
今
後
史
料
の
検
索
の
中
で
発
見
さ
れ

る
も
の
が
あ
ろ
う
が
、
今
は
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
え

な
い
。
た
だ
本
覚
寺
方
の
道
場
の
中
に
は
北
庄
惣
坊

の
根
本
道
場
「
北
庄
七
人
衆
」
が
含
ま
れ
て
い
る
可

能
性
は
あ
ろ
う
。

附

寺
号
改
号
に
つ
い
て

結
城
秀
康
は
慶
長
十
二
年
二
六
O
七
)
閏
四
月

八
日
逝
去
後
、
結
城
氏
の
菩
提
寺
曹
洞
宗
孝
顕
寺
へ
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葬
ら
れ
た
が
、
徳
川
家
康
の
命
で
徳
川
家
(
松
平
家
)

の
宗
旨
の
浄
土
宗
で
改
葬
す
べ
し
と
の
命
に
よ
り
、

菩
提
所
と
し
て
浮
光
院
を
創
建
し
て
改
葬
さ
れ
た
。

静
光
院
は
越
前
の
浄
土
宗
寺
院
の
惣
触
頭
と
な
り
、

江
戸
の
芝
増
上
寺
を
通
じ
て
幕
府
と
の
取
次
ぎ
に
よ

り
関
係
を
深
め
「
上
意
寺
」
「
台
命
寺
」
と
呼
ば
れ
た

寺
院
で
あ
っ
た
が
、
「
御
家
老
中
御
用
留
抜
集
」
(
松

平
文
庫
蔵
)
宝
永
六
年
(
一
七
O
九
)
二
月
廿
日
条
に

よ
れ
ば
「
浮
光
院
事
、
公
方
様
御
他
界
ニ
付
、
御
台

様
御
院
号
、
静
光
院
ト
被
為
附
候
ニ
付
、
己
来
運
正

寺
と
寺
号
唱
候
様
被
仰
出
候
事
」
と
あ
り
、
将
軍
徳

川
家
宣
の
逝
去
に
よ
り
内
室
の
法
号
を
「
浮
光
院
」

と
称
し
た
た
め
、
幕
命
に
よ
り
福
井
藩
津
光
院
は
運

正
寺
と
改
号
し
た
。

下
呉
服
町
に
あ
っ
た
臨
済
宗
霊
泉
寺
は
元
和
四
年

(
一
六
一
八
)
府
中
城
主
本
多
伊
豆
守
宮
正
が
宝
泉

寺
と
し
て
建
立
し
た
寺
院
で
あ
る
が
、
享
保
六
年
(
一

七
二
ご
十
二
月
、
九
代
藩
主
宗
日
聞
が
逝
去
し
、
法

名
の
豊
仙
院
に
障
る
た
め
、
享
保
九
月
に
霊
泉
寺
と

改
号
し
た
。

弘
治
元
年
(
一
五
五
五
)
に
成
円
寺
と
し
て
創
立

さ
れ
た
が
、
「
当
時
明
細
帳
」
に
「
享
保
三
年
(
一

七
一
八
)
松
平
家
に
て
寺
号
差
し
障
り
の
趣
に
て
教

円
寺
と
改
称
す
」
と
あ
り
、
正
徳
二
年
(
一
七
三
一
)

の
絵
図
で
は
未
だ
「
成
円
寺
」
と
あ
る
か
ら
、
享
保

十
七
年
三
月
に
逝
去
し
た
十
代
藩
主
宗
矩
の
母
の
法

号
「
清
心
院
」
の
「
清
」
と
「
成
」
の
同
音
な
る
に

よ
り
「
教
円
寺
」
に
改
称
し
た
ら
し
い
。

こ
れ
と
同
時
に
浄
土
宗
清
園
寺
も
「
清
」
が
同
字

と
な
る
た
め
か
「
誓
園
寺
」
と
改
称
し
た
ら
し
い
が
、

そ
の
後
間
も
な
く
「
清
園
寺
」
に
復
号
し
て
い
る
。

真
宗
西
派
の
松
本
「
誓
行
寺
」
も
清
園
寺
と
同
じ
く
、

こ
の
時
「
清
行
寺
」
と
改
称
し
た
ら
し
い
。
寛
延
二

年
(
一
七
四
九
)
か
ら
宝
暦
初
年
に
成
立
し
た
と
推

定
さ
れ
る
「
福
井
城
下
寺
号
誌
」
(
越
前
史
料
)
に
は

「
清
園
寺
」
・
「
清
行
寺
」
と
見
え
る
。

万
治
二
年
(
一
六
五
九
)
以
前
に
坂
井
郡
砂
子
田

村
か
ら
城
下
の
下
寺
町
に
移
転
し
た
真
宗
西
派
の
徳

勝
寺
は
、
寛
延
二
年
(
一
七
四
九
)
十
月
に
十
代
藩

主
宗
矩
が
逝
去
し
、
法
名
徳
正
院
の
「
徳
」
に
障
る

た
め
、
翌
年
に
徳
勝
寺
か
ら
「
了
勝
寺
」
と
改
号
し
、

同
じ
く
西
一
向
宗
の
松
本
南
横
町
に
あ
っ
た
正
徳
寺

も
「
徳
」
に
障
る
た
め
「
正
満
寺
」
と
改
号
し
た
。

但
し
、
正
徳
寺
の
み
は
宝
暦
九
年
(
一
七
五
九
)
五

月
に
「
正
徳
寺
」
に
復
号
し
た
(
「
諸
国
江
遺
書
状
之
留
)
0

真
宗
東
一
向
宗
正
光
寺
も
、
寛
保
三
年
(
一
七
四

三
)
五
月
、
十
代
藩
主
宗
矩
室
の
勝
姫
が
逝
去
し
法

号
を
「
照
光
院
」
と
称
し
た
た
め
、
寺
口
す
が
法
号
に

障
る
た
め
「
正
蔵
寺
」
と
改
号
し
た
。

本
田
横
町
の
東
一
向
宗
教
重
寺
は
、
元
は
西
一
向

宗
で
、
東
派
へ
転
派
し
て
宝
永
年
中
に
寺
基
を
西
方

の
山
奥
村
に
移
転
し
た
寺
院
で
あ
っ
た
が
、
こ
の

時
、
新
発
意
の
了
祐
は
同
行
と
と
も
に
西
派
に
残
り

廿
三
軒
町
(
河
原
町
)
に
寺
基
を
定
め
、
東
西
両
派

と
も
に
教
重
寺
と
称
し
た
。
寛
延
二
年
(
一
七
四
九
)

に
十
一
代
藩
主
に
襲
封
し
た
於
義
丸
が
宝
暦
五
年

(
一
七
五
五
)
に
将
軍
徳
川
家
重
の
「
重
」
を
賜
り

重
昌
と
称
す
る
と
「
重
」
の
字
は
禁
じ
ら
れ
、
東
派

の
教
重
寺
は
「
教
受
寺
」
、
西
派
の
教
重
寺
は
「
教
住

寺
」
と
改
号
し
た
が
、
十
二
代
藩
主
重
富
が
文
化
六

年
(
一
八
O
九
)
に
逝
去
す
る
と
、
両
寺
と
も
に
天

保
十
二
年
(
一
八
四
二
に
再
び
元
の
教
重
寺
に
戻

「
諸
国
江
遺
書
状
之
留
」
の
宝
暦
五
年
七
月

十
六
日
西
別
院
輪
番
宛
の
書
状
に
「
御
城
主
法
名
・

御
実
名
御
改
被
成
候
ニ
付
、
御
城
下
教
重
寺
儀
教
住

寺
と
相
改
申
度
書
付
差
出
候
由
、
令
承
知
候
。
国
法

之
義
ニ
候
得
者
、
格
別
之
訳
ニ
候
問
、
願
之
通
可
被

申
付
」
と
あ
る
。

元
和
二
年
六
月
二
十
五
日
に
常
盤
町
(
恐
ら
く
当

っ
た
。
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寺
、
東
御
堂
内
の
塔
頭
寺
か
)
に
あ
っ
た
道
場
に
東
本

願
寺
よ
り
玄
照
寺
と
寺
号
が
免
許
さ
れ
た
が
、
天
和

二
年
(
一
六
八
二
)
の
百
か
寺
騒
動
後
に
東
派
よ
り

西
派
に
転
派
し
て
田
原
町
に
移
転
し
た
寺
院
で
あ

る
。
其
後
、
宝
暦
八
年
(
一
七
五
八
)
三
月
十
八
日
、

十
二
代
藩
主
重
昌
が
逝
去
し
法
号
を
源
隆
院
と
称
す

る
と
、
玄
照
寺
の
「
玄
」
の
音
が
法
号
に
差
し
障
る

た
め
、
願
照
寺
と
改
称
し
た
。

西
別
院
寺
内
の
役
寺
円
覚
寺
は
、
元
は
真
宗
東
派

寺
院
で
北
庄
九
人
衆
の
一
寺
欽
仰
寺
で
あ
っ
た
が
、

慶
長
七
年
に
東
御
坊
成
立
後
に
東
御
坊
の
武
士
門
徒

の
う
ち
大
檀
徒
永
見
志
摩
と
厳
し
く
対
立
し
、
こ
れ

に
敢
然
と
反
抗
し
た
欽
仰
寺
善
竜
は
寛
永
三
年
(
一

六
二
六
)
堂
宇
は
破
却
さ
れ
て
東
御
堂
か
ら
追
放
さ

れ
た
の
で
、
そ
の
後
大
野
城
主
松
平
但
馬
守
(
士
直
良
)

の
仲
介
に
よ
り
西
派
へ
帰
参
し
て
西
別
院
の
寺
内
に

屋
敷
を
与
え
ら
れ
円
覚
寺
と
改
号
し
た
。
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松
原

超
勝
寺
・
本
能
寺
の
両
寺
末
寺
帳
か
ら
見
た
越
前
諸
寺
院
の
近
世
に
お
け
る
動
向
に
つ
い
て
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